
海外事業資金貸付保険運用規程・新旧対照表  
 

新 旧 備考 

海外事業資金貸付保険運用規程 

平成 13 年４月１日 01-制度-00039 

                          沿革     （略） 

平成24年 ３月16日 一部改正 

 

 

第１条～第20条 （略） 

 
附 則 

１．この改正は、平成２３年４月１日から実施する。 
２．改正後の第６条の規定中「（日本貿易保険が必要と認めた

ときは１年以上）」の規定は、平成２４年３月３１日までに

保険契約を締結された案件を対象に適用する。 
附 則 

１．この改正は、平成２４年４月１日から実施する。 
２．改正後の第６条の規定中「（日本貿易保険が必要と認めた

ときは１年以上）」の規定は、平成２５年３月３１日までに

保険契約を締結された案件を対象に適用する。 
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